
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関名

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報の有無

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続き等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）東京都国分寺市戸倉１－６－１

内容

都市計画決定データファイル

国分寺市長

まちづくり部　まちづくり計画課

都市計画法（以下「法」という。）に基づき，都市計画決定等を行うにあたり，
都市計画変更案の周知，説明会等の出席案内，意見書の受付等を行うため。

①都市計画の決定等を行う際の市民参加による検討組織又は懇談会等に出
席をする者（法16条）
１氏名，２住所，３電話番号，４メールアドレス，５FAX番号，６権利の種別，７
応募動機，８参加日時・方法(会場，WEB)，９セキュリティ対策同意の事実
②都市計画の決定等にあたり意見書を出す者（法１６条，法17条関係）
１氏名，２住所，３電話番号，４メールアドレス，５FAX番号，６意見,７権利の
種別
③公聴会において公述をする者（法16条関係）
１氏名，２住所，３電話番号，４メールアドレス，５FAX番号,６公述の要旨
④公聴会に公述人が出席できない場合の代理人
１氏名，２住所，３電話番号，４メールアドレス，５FAX番号
⑤都市計画の決定等にあたり利害関係を有する者
１氏名，２住所，３電話番号，４メールアドレス，５FAX番号,６権利の種別
⑥都市計画の決定等にあたり説明会に参加する者（法16条，法17条関係）
１氏名，２電話番号，３メールアドレス，４FAX番号，５参加日時・方法（会場，
WEB），６セキュリティ対策同意の事実

①都市計画の決定等を行う際の市民参加による検討組織又は懇談会等に出
席をする者（法16条），②都市計画の決定等にあたり意見書を出す者（法１６
条，法17条関係），③公聴会において公述をする者（法16条関係），④公聴会
に公述人が出席できない場合の代理人，⑤都市計画の決定等にあたり利害
関係を有する者，⑥都市計画の決定等にあたり説明会に参加する者（法16
条，法17条関係）

本人から収集，公開情報（法務局からの登記事項証明書）

含まない

都市計画の決定等を支援する業務等の委託会社

0033

-

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない


